
大阪市 LGBTリーディングカンパニー認証制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、大阪市人権尊重の社会づくり条例（平成 12年大阪市条例第 25 号）

の趣旨に基づき、性的マイノリティがその人権を尊重され、自己実現を目指して生きがい

のある人生を創造することができる自由、平等で公正な誰もが生きやすい社会の実現に向

けて、事業者等による性的マイノリティが直面している課題等の解消に向けた取組を促進

することを目的として、本市が当該取組を先進的･先導的に推進する事業者等を大阪市

LGBTリーディングカンパニーとして認証する制度に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

第 2条 この要綱において「性的マイノリティ」とは、性的指向が異性愛のみではない

者、ジェンダーアイデンティティと出生時の性又は社会的･文化的に形成された性別が異な

る者をいう。 

2 この要綱において「事業者」とは、本市の区域内に事業所を有する法人その他の団体

及び事業を行う個人をいう。 

3 この要綱において「学校等」とは、前項のうち、本市の区域内に施設を有する学校教

育法第 1条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校、同法第 134 条に規定する

各種学校及び児童福祉法第 7条第 1項に規定する児童福祉施設をいう。 

4 この要綱において「事業所」とは、本市の区域内に所在する事務所、本店、支店、工

場、営業所その他の事業を行う場所又は施設をいう。 

5 この要綱において「事業者等」とは、事業者及び事業所、学校等をいう。 

 

（認証） 

第 3条 本市は、性的マイノリティが直面している課題等の解消に向けた取組を先進的･先

導的に推進している事業者等を、その申請に基づき、大阪市 LGBTリーディングカンパニ

ーとして認証する。 

2 本市は、前項の規定にかかわらず、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該事業者等については、同項の規定による認証（以下「認証」という。）をしない。 

⑴ 過去 3年以内に、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47年

法律第 57 号）その他の労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、過去 3年以内に事業に関して法令に違反し、行政処分を受

けたとき。 

⑶ 市税を滞納しているとき。 

⑷ 過去 3年以内に偽りその他不正な手段により認証又は第 7条第 2項の更新を受けよう



としたとき。 

⑸ 大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10 号）第 2条第 1号に規定する暴力

団、同条第 2号に規定する暴力団員（次号において｢暴力団員｣という。）、同条第 3号に規

定する暴力団密接関係者（次号において｢暴力団密接関係者｣という。）又は同条第 4号に

規定する暴力団事務所であるとき。 

⑹ 事業者等の役員が暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。 

⑺ その他認証をすることが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。 

 

（認証の基準） 

第 4条 認証は、別表 1又は、別表 2に掲げる基準のうち 1以上の基準に適合する場合に

行い、認証の区分は、同表に掲げる基準のうちの適合する基準の数に応じ、次のとおりと

する。 

⑴ 適合する基準が 10 以上である事業者等三つ星認証 

⑵ 適合する基準が 4以上 9以下である事業者等二つ星認証 

⑶ 適合する基準が 3以下である事業者等一つ星認証 

 

（認証の申請） 

第 5条 認証の申請は、事業者等が所定の事項を記載した大阪市 LGBTリーディングカン

パニー認証申請書（様式第 1号）に、所定の事項を記載した大阪市 LGBTリーディングカ

ンパニー認証チェックシート（様式第 2号又は第 3号）及びこれに記載した事項を証する

書類を添付して、これを市長に提出して行うものとする。 

2 市長は、認証の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請をし

た事業者等（以下「申請者」という。）に関する次に掲げる事項に関し、申請者に資料の提

出を求めることその他必要な調査を行うものとする。 

⑴ 第 3条第 2項各号のいずれにも該当しないこと。 

⑵ 別表 1又は 2に掲げる基準のうちその申請に係る基準に適合していること。 

 

（認証書の交付） 

第 6条 市長は、認証をしたときは、申請者に対し、大阪市 LGBTリーディングカンパニ

ー認証書（様式第 4号。以下「認証書」という。）を交付する。 

 

（認証の有効期間） 

第 7条 認証を受けた事業者等（以下「認証事業者等」という。）の認証の有効期間は、

当該認証の日から起算して 3年とする。 

2 前項の有効期間は、更新することができる。 

3 前項の更新を受けようとする認証事業者等は、有効期間の満了の日の 2か月前まで



に、市長に申請しなければならない。 

4 第 5条及び前条の規定は、第 2項の更新について準用する。この場合において、第 5

条第 1項中「大阪市 LGBTリーディングカンパニー認証申請書（様式第 1号）」とあるの

は「大阪市 LGBTリーディングカンパニー認証更新申請書（様式第 5号）」と読み替える

ものとする。 

5 前項において準用する第 5条第 1項の規定にかかわらず、同項に規定する大阪市

LGBTリーディングカンパニー認証チェックシート（様式第 2号又は 3号）に記載した事

項を証する書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないとき

は、その添付を省略することができる。 

 

（変更又は辞退の届出） 

第 8条 認証事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の事項を記載した

大阪市 LGBTリーディングカンパニー認証申請事項変更届出書（様式第 6号）に当該該当

する事実を証する書類及び認証書を添付して、これを市長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。 

⑵ 別表 1又は 2に掲げる基準のうち現に受けている認証に係るものに適合しなくなった

とき。 

2 第 6条の規定は、市長が前項の規定による届出を受理した場合（認証事業者等が同項

第 2号に該当することとなった場合及び別表に掲げる基準のうち現に受けている認証に係

るもののいずれにも適合しなくなった場合を除く。）において、認証書の記載事項を変更

する必要があるときについて準用する。 

3 認証事業者等は、認証を辞退しようとするとき又は、第 3条第 2項各号のいずれかに

該当することとなったときは、大阪市 LGBTリーディングカンパニー認証辞退届出書（様

式第 7号）に認証書を添付して、これを市長に提出するものとする。 

 

（認証事業者等に関する調査） 

第 9条 市長は、第 5条第 2項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、認

証事業者等に関する同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。 

 

（認証の取消し） 

第 10 条 市長は、認証事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認証

を取り消すものとする。 

⑴ 偽りその他不正の手段により認証又は第 7条第 2項の更新を受けたとき。 

⑵ 第 3条第 2項各号のいずれかに該当することとなったとき。 

⑶ 別表 1又は 2に掲げる基準のいずれにも適合しなくなったとき。 

⑷ 正当な理由がなくて、第 7条第 4項において準用する第 5条第 2項の規定による調査



又は前条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は調査に対し虚偽の回答を

したとき。 

⑸ その他この要綱の規定に違反したとき。 

2 市長は、前項により認証を取り消したときは、大阪市 LGBTリーディングカンパニー

認証取消通知書（様式第 8号）により通知する。 

 

（事務の所管） 

第 11 条 認証に関する事務は、大阪市人権啓発･相談センターにおいて行う。 

 

（認証事業者等への支援等） 

第 12 条 本市は、認証事業者等に対し、次に掲げる支援を行うものとする。 

⑴ 本市のホームページや各種広報媒体等を活用した認証事業者等の名称及び認証に係る

取組内容に関する情報発信 

⑵ 本市が実施する求職者に対する就職支援に関する事業における認証事業者等の認証に

係る取組内容に関する情報の求職者への提供 

2 認証事業者等は、認証事業者等に関する次に掲げるものに「大阪市 LGBTリーディン

グカンパニー認証」の表示を付することができるものとする。 

⑴ 商品 

⑵ 役務の提供の用に供する物 

⑶ 商品、役務又は認証事業者等の広告 

⑷ 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 

⑸ 営業所、事務所、その他の事業場、学校施設等 

⑹ インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 

⑺ 労働者又は児童、生徒の募集の用に供する広告又は文書 

3 認証事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の表示について除去、

抹消その他の認証を受けていると他人に誤解されないための措置を講じなければならな

い。 

⑴ 認証の有効期間（第 7条第 2項の更新を受けたときは、更新後の有効期間）が満了し

たとき。 

⑵ 認証を辞退したとき。 

⑶ 認証を取り消されたとき。 

 

（その他） 

第 13 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局理事が定める。 

 

附則 



この要綱は、平成 31年 1月 10 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和 4年 8月 15 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和 7年 2月 14 日から施行する。 

 

別表 1 事業者又は事業所用（第 4条、第 5条、第 8条、第 10条関係） 

 

1 商品又は役務を提供する場合の取組に関する基準 

⑴ 商品又は役務の提供 

① 配偶者やその親族向けに提供する役務について、同性パートナー等（大阪市ファミリ

ーシップ制度に関する要綱第 2条第 2項に規定するパートナーシップ関係にある者をい

う。以下同じ。）を配偶者と同等に取り扱っている。 

② 対象者を戸籍上の特定の性の者に限定した役務について、戸籍上当該性とは異なるが

当該性であると自認する者も提供を受けることができるようにしている。 

③ 男女の性別に応じて提供している商品又は役務について、ジェンダーニュートラルな

ものも併せて提供している。 

④ 商品又は役務の開発に当たって、ジェンダーニュートラルなものも併せて検討するこ

とをルール化している。 

⑵ 施設又は設備 

⑤ トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けていることの多い施設又は設備につ

いて、男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けて

いる。 

⑶ 窓口業務 

⑥ 受付、相談、交付等を行う窓口における来所者等の呼出しの際に、番号や氏を用いて

行うなど、当該来所者等の戸籍上の性が推認できるような表現を用いないこととしてい

る。 

⑦ 窓口における本人確認は、戸籍上の性ではなく生年月日や住所など他の項目により行

っている。 

⑷ 申込み、アンケート等 

⑧ 法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、申込書、アンケート用紙

等の性別欄について、設けない、男女以外の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしてい

る。 

⑨ 法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、申込み、アンケート等に



おいて、戸籍上の氏名ではなく通称の使用を認めている。 

2 雇用主としての取組に関する基準 

⑴ 従業員に対する雇用主の方針の明確化 

⑩ 社内規程等に性的指向、ジェンダーアイデンティティ（以下「SOGI」という。）等に

よるハラスメントや差別が禁止されている旨を明記している。 

⑵ 従業員に対する啓発、研修等 

⑪ 1 年に 1回以上、従業員向けに性的マイノリティや SOGI に関する啓発や研修等を実

施している。 

⑶ 性的マイノリティである従業員への配慮 

⑫ 性的マイノリティや SOGIに関する従業員向けの相談窓口等を設置している。 

⑬ 業務上で通称を使用できるようにしている。 

⑭ 従業員に提出させる各種届等（就職希望者のエントリーシートを含む。）の性別記載

欄について、設けない、男女以外の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしている。 

⑮ 配偶者やその親族に関わる休暇や福利厚生制度において同性パートナー等を配偶者と

同等に取り扱う制度を設けている。 

⑯ 性別適合手術などによる休暇や休職について、他の私傷病と同様の取り扱いをしてい

る。 

⑰ トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けている施設又は設備などについて、

男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けている。 

⑱ 制服、事務服、作業服などについて、ジェンダーニュートラルなものを提供してい

る。 

3 その他の取組に関する基準 

⑲ 1 年に 1回以上、性的マイノリティや SOGIについての理解や取組の促進に関するイ

ベントに参加又は参画している。 

⑳ 求人に関する活動において、性的マイノリティや SOGIに関する取組を推進している

事業者等であることを PRしている。 

㉑ 組織内部にとどまらず対外的にも、性的マイノリティや SOGI への理解促進に向けた

主体的な取組を 1年に 1回以上行っている。 

 

別表 2 学校等用（第 4条、第 5条、第 8条、第 10条関係） 

 

1 児童・生徒への配慮に関する基準 

⑴ 児童・生徒に対する学校生活上での配慮 

① 服装や髪型について、男女の性別に捉われず個に応じた制服（標準服）・衣服や、体操

着、水着等の着用を認めている。または、ジェンダーニュートラルな制服等を採用してい

る。 



② 体育の授業等を男女共習で行っている。または、合理的な範囲でジェンダーアイデン

ティティに即した性別のグループでの履修を認めている。 

③ 部活動において、合理的な範囲で男女の性別で区別することなく、参加を認めること

としている。 

④ 個別の事情に応じて、宿泊行事について、部屋に関する配慮をしている、又は入浴時

間をずらす対応を行っている。 

⑤ 1 年に 1回以上、児童・生徒向けに性的マイノリティや SOGI に関する授業等を実施

している。 

⑵ 施設又は設備 

⑥ トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けていることの多い施設又は設備につ

いて、男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けて

いる。 

⑶ 呼称、記名等 

⑦ 個別の事情に応じて、校内文書（通知表を含む）を児童・生徒が希望する呼称で記し

ている。又はジェンダーアイデンティティに即した性別として名簿上扱っている。 

⑧ 個別の事情に応じて、児童・生徒が希望する呼称やジェンダーアイデンティティに即

した性別について、自身で書面に記すことなどを認めている。 

⑷ 申込み、アンケート等 

⑨ 法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、申込書、アンケート用紙

等の性別欄について、設けない、男女以外の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしてい

る。 

⑸ 相談窓口 

⑩ 性的マイノリティや SOGIに関する児童・生徒向けの相談窓口等を設置している。 

2 教職員への取組みに関する基準 

⑴ 教職員に対する学校等の方針の明確化 

⑪ 校内規程等に SOGI等によるハラスメントや差別が禁止されている旨を明記してい

る。 

⑵ 教職員に対する啓発、研修等 

⑫ 1 年に 1回以上、教職員向けに性的マイノリティや SOGI に関する啓発や研修等を実

施している。 

⑶ 職場での配慮 

⑬ 性的マイノリティや SOGIに関する教職員向けの相談窓口等を設置している。 

⑭ 業務上で通称を使用できるようにしている。 

⑮ 教職員に提出させる各種届等（就職希望者のエントリーシートを含む。）の性別記載

欄について、設けない、男女以外の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしている。 

⑯ 配偶者やその親族に関わる休暇や福利厚生制度において同性パートナー等を配偶者と



同等に取り扱う制度を設けている。 

⑰ 性別適合手術などによる休暇や休職について、他の私傷病と同様の取り扱いをしてい

る。 

⑱ トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けている施設又は設備などについて、

男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けている。 

3 その他の取組に関する基準 

⑲ 1 年に 1回以上、性的マイノリティや SOGIについての理解や取組の促進に関するイ

ベントに参加又は参画している。 

⑳ 学校の案内やホームページにおいて、性的マイノリティや SOGIに関する取組を推進

していることをPRしている。 

㉑ 組織内部にとどまらず対外的にも、性的マイノリティや SOGI への理解促進に向けた

主体的な取組を 1年に 1回以上行っている。 



様式第 1 号 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証申請書 

 

【記入年月日】  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

（申請者） 

所在地〒 － 

事業者等名 

代表者職及び氏名  

（担当者    ）  

連絡先 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 

メール 

ホームページＵＲＬ 

 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証制度実施要綱（以下「認証要綱」とい

う。）第５条第 1 項により、認証を申請します。 

  なお、認証要綱第３条第２項各号のいずれにも該当しないこと並びに本申請書及び

各種添付書類の内容について事実に相違ないことを誓約するとともに、認証要綱を遵

守します。 

 

■事業者等の概要【申請単位：□事業者 □事業所 □学校等】 

 

 

（添付書類） 

１ 大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証チェックシート（様式第２号／３号） 

２ 上記の内容を証する書類（パンフレット、コピー等） 

 

 



【様式第２号】　事業者又は事業所

(1)　商品又は役務の提供

項　　目 関係書類例

①

配偶者やその親族向けに提供する役務について、同性パート
ナー等（大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱第２条第２項に
規定するパートナーシップ関係にある者をいう。以下同じ。）を配
偶者と同等に取り扱っている。

商品カタログや商品広告
等の写し

②
対象者を戸籍上の特定の性の者に限定した役務について、戸籍
上当該性とは異なるが当該性であると自認する者も提供を受け
ることができるようにしている。

商品カタログや商品広告
等の写し

③
男女の性別に応じて提供している商品又は役務について、ジェン
ダーニュートラルなものも併せて提供している。

商品カタログや商品広告
等の写し

④
商品又は役務の開発に当たって、ジェンダーニュートラルなもの
も併せて検討することをルール化している。

商品開発にかかる手引
書、規則等の写し

(2)　施設又は設備

⑤
トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けていることの多
い施設又は設備について、男女だけの区別に抵抗がある者も、
抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けている。

施設設備の写真等

(3)　窓口業務

⑥
受付、相談、交付等を行う窓口における来所者等の呼出しの際
に、番号や氏を用いて行うなど、当該来所者等の戸籍上の性が
推認できるような表現を用いないこととしている。

社内における窓口対応手
引、研修資料等の写し

⑦
窓口における本人確認は、戸籍上の性ではなく生年月日や住所
など他の項目により行っている。

社内における窓口対応手
引、研修資料等の写し

(4)　申込み、アンケート等

⑧
法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、申
込書、アンケート用紙等の性別欄について、設けない、男女以外
の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしている。

申込書、アンケート等の写し

⑨
法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、申
込み、アンケート等において、戸籍上の氏名ではなく通称の使用
を認めている。

申込書、アンケート等の写し

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証チェックシート（事業者又は事業所）

１　商品又は役務を提供する場合の取組に関する基準

項　　目 チェック

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ



⑩
社内規程等に性的指向、ジェンダーアイデンティティ（以下「ＳＯＧ
Ｉ」という。）等によるハラスメントや差別が禁止されている旨を明
記している

社内規程、社内報、行動
計画等の写し

⑪
１年に１回以上、従業員向けに性的マイノリティやＳＯＧＩに関する
啓発や研修等を実施している。

研修資料等の写し

項　　目 関係書類例

⑫
性的マイノリティやＳＯＧＩに関する従業員向けの相談窓口等を設
置している。

就業規則、制度ガイド等
の写し

⑬ 業務上で通称を使用できるようにしている。
就業規則、制度ガイド等
の写し

⑭
従業員に提出させる各種届等（就職希望者のエントリーシートを
含む。）の性別記載欄について、設けない、男女以外の回答欄も
併せて設けるなどの配慮をしている。

各種届出等の写し

⑮
配偶者やその親族に関わる休暇や福利厚生制度において同性
パートナー等を配偶者と同等に取り扱う制度を設けている。

就業規則、休業規定、制
度ガイド等の写し

⑯
性別適合手術などによる休暇や休職 について、他の私傷病と同
様の取り扱いをしている。

就業規則、休業規定、制
度ガイド等の写し

⑰
トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けている施設又
は設備などについて、男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗
なく利用できる工夫がされたものを設けている。

施設設備の写真等

⑱
制服、事務服、作業服などについて、ジェンダーニュートラルなも
のを提供している。

就業規則、制度ガイド等
の写し

⑲
１年に１回以上 、性的マイノリティやＳＯＧＩについての理解や取
組の促進に関するイベントに参加又は参画している。

イベント資料、ホームペー
ジ等の写し

⑳
求人に関する活動において、性的マイノリティやＳＯＧＩに関する
取組を推進している事業者等であることをＰＲしている。

ホームページ等の写し

㉑
組織内部にとどまらず対外的にも、性的マイノリティやＳＯＧＩへの
理解促進に向けた主体的な取組を１年に１回以上行っている。

活動記録、ホームページ
等の写し

３　その他の取組に関する基準

項　　目 チェック

２　雇用主としての取組に関する基準

(1)　従業員に対する雇用主の方針の明確化

(2)　従業員に対する啓発、研修等

(3)　性的マイノリティである従業員への配慮

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ



【様式第３号】　学校等

(1)　児童・生徒に対する学校生活上での配慮

項　　目 関係書類例

①
服装や髪型について、男女の性別に捉われず個に応じた制服
（標準服）・衣服や、体操着、水着等の着用を認めている。また
は、ジェンダーニュートラルな制服等を採用している。

学校説明資料等

②
体育の授業等を男女共習で行っている。または、合理的な範囲
でジェンダーアイデンティティに即した性別のグループでの履修
を認めている。

学校説明資料等

③
部活動において、合理的な範囲で男女の性別で区別することな
く、参加を認めることとしている。

学校説明資料等

④
個別の事情に応じて、宿泊行事について、部屋に関する配慮を
している、又は入浴時間をずらす対応を行っている。

校内規程、校内通知、行
動計画等の写し

⑤
１年に１回以上、児童・生徒向けに性的マイノリティや性的指向、
ジェンダーアイデンティティ（以下「ＳＯＧＩ」という。）に関する授業
等を実施している。

教材等の写し

(2)　施設又は設備

⑥
トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けていることの多
い施設又は設備について、男女だけの区別に抵抗がある者も、
抵抗なく利用できる工夫がされたものを設けている。

施設設備の写真等

⑦
個別の事情に応じて、校内文書（通知表を含む）を児童・生徒が
希望する呼称で記している。又はジェンダーアイデンティティに即
した性別として名簿上扱っている。

校内規程、校内通知、行
動計画等の写し

⑧
個別の事情に応じて、児童・生徒が希望する呼称やジェンダーア
イデンティティに即した性別について、自身で書面に記すことなど
を認めている。

校内規程、校内通知、行
動計画等の写し

⑨
法法令で定められている場合や統計調査上必要な場合を除き、
申込書、アンケート用紙等の性別欄について、設けない、男女以
外の回答欄も併せて設けるなどの配慮をしている。

申込書、アンケート等の写し

⑩
性的マイノリティやＳＯＧＩに関する児童・生徒向けの相談窓口等
を設置している。

校内規程、校内通知、行
動計画等の写し

(5)　相談窓口

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証チェックシート（学校等）

１　児童・生徒への配慮に関する基準

項　　目 チェック

(3)　呼称、記名等

(4)　申込み、アンケート等

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ



⑪
校内規程等にSOGI等によるハラスメントや差別が禁止されてい
る旨を明記している。

就業規則、制度ガイド等
の写し

⑫
１年に１回以上、教職員向けに性的マイノリティやＳＯＧＩに関する
啓発や研修等を実施している。

研修資料等の写し

項　　目 関係書類例

⑬
性的マイノリティやＳＯＧＩに関する教職員向けの相談窓口等を設
置している。

就業規則、制度ガイド等
の写し

⑭ 業務上で通称を使用できるようにしている。
就業規則、制度ガイド等
の写し

⑮
教職員に提出させる各種届等（就職希望者のエントリーシートを
含む。）の性別記載欄について、設けない、男女以外の回答欄も
併せて設けるなどの配慮をしている。

各種届出等の写し

⑯
配偶者やその親族に関わる休暇や福利厚生制度において同性
パートナー等を配偶者と同等に取り扱う制度を設けている。

就業規則、休業規定、制
度ガイド等の写し

⑰
性別適合手術などによる休暇や休職について、他の私傷病と同
様の取り扱いをしている。

就業規則、休業規定、制
度ガイド等の写し

⑱
トイレ、更衣室その他の男女の性別に応じて設けている施設又
は設備などについて、男女だけの区別に抵抗がある者も、抵抗
なく利用できる工夫がされたものを設けている。

施設設備の写真等

⑲
１年に１回以上 、性的マイノリティやＳＯＧＩについての理解や取
組の促進に関するイベントに参加又は参画している。

イベント資料、ホームペー
ジ等の写し

⑳
学校の案内やホームページにおいて、性的マイノリティやＳＯＧＩ
に関する取組を推進していることをＰＲしている。

学校案内、ホームページ
等の写し

㉑
組織内部にとどまらず対外的にも、性的マイノリティやＳＯＧＩへの
理解促進に向けた主体的な取組を１年に１回以上行っている。

活動記録、ホームページ
等の写し

３　その他の取組に関する基準

項　　目 チェック

２　教職員への取組みに関する基準

(2)　教職員に対する啓発、研修等

(3)　職場での配慮

⑴　教職員に対する学校等の方針の明確化

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ



 

様式第４号 

大阪市 LGBT リーディングカンパニー 

認証書 

 

認証レベル：（★／★★／★★★） 

 

○○○○○○殿 

 

 

 

大阪市 LGBT リーディングカンパニー認証制度実施要綱

第３条の規定により、頭書認証レベルのとおり認証します。 

 

認証年月日      年  月  日 

認 証 期 限      年  月  日 

 

大阪市長   印   

大阪市人権啓発 

マスコットキャラクター 

にっこりーな 



様式第５号 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証更新申請書 

 

【記入年月日】  年  月  日 

 

大阪市長 様 

 

（申請者） 

所在地〒 － 

事業者等名 

代表者職及び氏名  

（担当者    ）  

連絡先 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 

メール 

ホームページＵＲＬ 

 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証制度実施要綱（以下「認証要綱」とい

う。）第７条第３項及び同条第４項において準用する第５条第１項により認証の有効期

間の更新を申請します。 

なお、認証要綱第３条第２項各号のいずれにも該当しないことを誓約するととも

に、認証要綱を遵守します。 

 

 

 



様式第６号 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証申請事項変更届出書 

 

  年  月  日 

大阪市長 様 

（申請者） 

所在地〒 － 

事業者等名 

代表者職及び氏名  

（担当者    ）  

連絡先 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 

メール 

ホームページＵＲＬ 

                  

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証制度実施要綱（以下「認証要綱」とい

う。）第８条第１項により、次のとおり届け出ます。 

なお、本届出書及び各種添付書類の内容について事実に相違ないことを誓約すると

ともに、認証要綱を遵守します。 

 

記 

 

１ 認証年月日        年  月  日 

  

２ 変更内容  

変更前 変更後 

・ 

 

・ 

 

・ 

 

・ 

 

（添付書類） 

１ 認証書 

２ 変更内容を証する書類 



様式第７号 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証辞退届出書 

 

  年  月  日 

大阪市長 様 

 

（申請者） 

所在地〒 － 

事業者等名 

代表者職及び氏名  

（担当者    ）  

連絡先 

ＴＥＬ／ＦＡＸ 

メール 

ホームページＵＲＬ 

                   

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証制度実施要綱第８条第３項の規定によ

り、認証を辞退したいので、次のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 認証年月日        年  月  日 

 

２ 辞退理由  

 

 

 

（添付書類） 

 認証書 



様式第８号 

 

 

大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証取消通知書 

 

  年  月  日 

 

 様 

 

 

大阪市長         

 

 

年  月  日付けで認証した大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証に

ついて、大阪市ＬＧＢＴリーディングカンパニー認証制度実施要綱第 10 条第２項の規

定により、認証を取り消したので、通知します。 

 

 

 

【認証取消理由】 

 

 


